
《埋蔵文化財発掘調査フローチャート》

照会は早めにお願いします

 No　遺跡の範囲外

 Yes　遺跡の範囲内

工事立会

確認調査
　市教育委員会の担当者が行います

No　埋蔵文化財が確認されなかった

 Yes　埋蔵文化財が確認された

 No　遺跡を破壊しない

 Yes　遺跡を破壊する

市の担当者が行います

現場の引き渡し

　確認調査の費用は、基本的に市教
育委員会が負担しますが、開発の内
容によっては開発者に協力をお願い
することがあります。

 市教育委員会の担
当者が工事に立ち会
い、記録作成と写真
撮影等を行います 

確認調査の結果   

遺跡の有・無 

開発工事着工 

各種開発計画 

 計画予定地における埋蔵文化

財の有無の照会 

周知の遺跡内か確認 

 周知の遺跡外の場合で

も、開発面積、内容、周

辺環境等に応じて開発者

に試掘調査の協力をお願

いする場合があります 

文化財保護法に基づく届出・通知 

市教育委員会との協議 
確認調査か工事立会 

佐賀県教育委員会へ 

確認調査の結果報告 

開発工事着工  佐賀県教育委員会へ 

確認調査の結果報告 
小城市教育委員会と保存について協議 

遺跡の破壊の恐れ  協定書又は覚書等を交わす 

開発工事着工 
発掘調査契約締結 

本格調査実施 

現地調査終了 

発掘調査報告書刊行  

出土資料整理作業 

発掘資料の保存・公開（展示会） 

報告書：研究機関への配布、資

料として活用 
 


